
 

 

 
令 和 ８ 年 ７ 月 ２ 日 
健康福祉部こども・若者政策課 
電 話 0 4 3 ( 2 2 3 ) 3 5 3 5 

 

令和８年度「こども・若者からの政策提案制度」に係る 

「ちば・みらい生徒会役員」の勉強会の実施について 
 
県では、「こどもまんなか社会」の実現に向けて、こども・若者の主体的な   

社会参画を促進するため、意見形成への支援を進め、意見を表明しやすい環境 

づくりに取り組むこととしています。 

今年度から実施する「こども・若者からの政策提案制度」の開始にあたり、   

まずは、学校生徒の意見を広く集約できる「ちば・みらい生徒会役員」が、県の

提示するテーマについての現状や施策について学ぶ勉強会を行います。 
 
１ こども・若者からの政策提案制度の概要 

県では、「千葉県こども・若者みらいプラン」に掲げた「こども・若者の主体的な

社会参画に向け、意見形成への支援を進め、意見を表明しやすい環境づくりを行う」

との基本的方針を実現する施策の一環として、県内の中高生が県の提示するテーマ

についての現状や施策を学んだうえで県に政策提案を行う取組を今年度から実施し

ます。 

 

【政策提案制度の流れ】 

※ちば・みらい生徒会や制度の流れの詳細については、別紙を参照ください。 

① 勉強会（今回、取材を受け付けるもの） 
「ちば・みらい生徒会役員」がテーマについての県の現状や施策を学んでいた
だくため、県職員による説明をオンラインで行います。 

② ワークショップ 
「ちば・みらい生徒会役員」がワークショップに参加し、テーマに関する県へ
の政策提案に向けた議論を行うとともに、政策提案の内容を決定します。 
なお、オンラインから意見表明した「ちば・みらい生徒会会員」の意見は、 

ワークショップで報告します。 

③ 政策提案 
「ちば・みらい生徒会役員」が「ちば・みらい生徒会」としてテーマに関する
県への政策提案を行います。 

④ 施策立案の検討 
県は、「ちば・みらい生徒会」から政策提案を受け取り、施策に反映できるも
のは実施し、反映が難しい場合には、その理由を添えて公表します。 
 

 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

チーバくん 



２ 参加校（「ちば・みらい生徒会役員」の属する学校） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

３ テーマ 

（１） 技術系人材の確保について（グループＢ、Ｆ） 

～若者が技術系の職種に興味を持ち、将来の就職先として選択できるようにするためには、   

どのような取組が必要だと考えるか議論していただく予定～ 
 

（２） 自転車の安全利用（自転車乗車用ヘルメット着用など）について（グループＣ） 

～自転車乗車用ヘルメットの着用率向上を中心に、自転車の安全利用に効果的な取組は何だと  

考えるか議論していただく予定～ 
 

（３） 放課後児童クラブ（学童保育）の充実について（グループＡ） 

～小学校での経験も踏まえ、安心・安全であるだけでなく、充実した居場所としての放課後児童  

クラブのあり方は何だと考えるか議論していただく予定～ 
 

（４） 社会の変化と学校生活について（グループＤ、Ｅ） 

～社会が変化する中で、学校生活における慣習や仕組みなどについて、感じている疑問や希望、  

また、どう変えたら現在の学校生活に合うと思うか議論していただく予定～ 

 

４ 開催日時（①勉強会、②ワークショップ、③政策提案） 

① 令和８年７月８日（水）午後３時３０分～午後４時３０分（グループＣ、Ａ（東葛飾中））  

令和８年７月１３日（月）午後２時３０分～午後３時３０分（上記以外） 

② 第１回：令和８年１０月１日（木）及び令和８年１０月１３日（火） 

第２回：令和８年１１月１７日（火）及び令和８年１２月２１日（月） 

③ 令和９年１月２１日（木）及び令和９年２月１日（月） 

※②及び③の時間などについては、改めてお知らせいたします。 

 

グループ 学校名 
参加人数（＝ちば・

みらい生徒会役員） 
市町村 

Ａ 

千葉県立東葛飾中学校 

千葉県立佐倉高等学校 

千葉県立一宮商業高等学校 

２名  

２名  

２名  

柏市 

佐倉市 

一宮町 

Ｂ 
市川市立第六中学校 

千葉県立千葉高等学校 

３名  

３名  

市川市 

千葉市 

Ｃ 
千葉県立大原高等学校 

千葉県立市原八幡高等学校 

３名  

３名  

いすみ市 

市原市 

Ｄ 
千葉県立千葉中学校 

千葉県立松戸国際高等学校 

４名  

２名  

千葉市 

松戸市 

Ｅ 
千葉県立国府台高等学校 

千葉県立東葛飾高等学校 

２名  

４名  

市川市 

柏市 

Ｆ 
山武市立山武望洋中学校 

昭和学院高等学校 

３名  

４名  

山武市 

市川市 



５ 開催場所（①勉強会、②ワークショップ、③政策提案） 

① オンライン 

（令和８年７月８日（水）※会場の都合により取材不可） 

（令和８年７月１３日（月）企業局庁舎２階大会議室（２０２会議室）） 

※ちば・みらい生徒会役員は各学校からオンラインで参加（上記会場において

県職員が説明） 

② 千葉市内（県庁等） 

③ 千葉市内（県庁等） 

※②及び③の場所については、改めてお知らせいたします。 

 

６ 取材 

  ・①のオンラインによる勉強会の取材を受け付けるものであり、②、③については

改めてご案内します。 

   また、７月１３日（月）のみ取材ができます。※７月８日（水）取材不可 

・取材方法は、「５ 開催場所」に記載のある会場において、県職員がオンラインで

説明を行っている様子を取材できます。※学校への取材は不可 

  ・取材を希望される方は、「７ 問合せ先」に以下の内容をメールにご記載のうえ、

７月９日（木）午後５時までにご連絡ください。 

① 所属報道機関名 

② 氏名 

③ 連絡先（電話番号・アドレス） 

・取材に当たっては自社腕章を着用し、職員の指示に従ってください。 

 

７ 問合せ先 

   千葉県健康福祉部こども・若者政策課 

   電話番号：０４３－２２３－３５３５ 

   メールアドレス：kosodate5@mz.pref.chiba.lg.jp 

 
８ 参考 
（１）【こどもまんなか社会】 
   「こどもまんなか社会」とは、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本 
   法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、 

自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれ 
ている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・ 
社会的に将来にわたって幸せな状態 （ウェルビーイング）で生活を送ることがで 
きる社会である。 

 
（２）【千葉県こども・若者みらいプラン（抜粋）】（令和７年３月策定） 
   ２ 基本的方針 
  （２）こども・若者の社会参画を促進し、成長を支援する 
     こども・若者の主体的な社会参画に向け、意見形成への支援を進め、   

意見を表明しやすい環境づくりを行う。 
     さらに、自分の可能性を認識し、様々な分野で才能を生かしながら未来を 

     切り開こうとするこども・若者を応援する。 



別紙（制度の流れとちば・みらい生徒会の構成） 

 

こども・若者からの政策提案制度の概要 

＜ちば・みらい生徒会とは＞ 

 上記概要図Ａ・Ｂ・Ｃの生徒で構成し、各々の担当する役割により活動し、県へテーマに関する政策提案を行います。 

Ａ ちば・みらい生徒会役員 

  県内の中学校・高等学校等から学校の意見を広く集約できる生徒会役員などを学校単位で募集し、応募のあった参加

校１３校の生徒会役員などの生徒 

Ｂ ちば・みらい生徒会会員 

参加校１３校の「Ａ ちば・みらい生徒会役員」以外の生徒 

Ｃ ちば・みらい生徒会会員 

広く意見を募るため、参加校以外の県内の中学校・高等学校などに７月頃から学校経由で募集をかけ、参加してくれ

る生徒 


